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第
四
十
五
回  

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
投
票

　
　

う
す
い
桃
色
の
投
票
用
紙

第
四
十
五
回  

衆
議
院
比
例
代
表
選
出
議
員
選
挙
投
票

　
　

う
す
い
水
色
の
投
票
用
紙

　

  

候
補
者
氏
名
を
記
入

　

 

政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体

　

 

の
名
称
ま
た
は
略
称
を
記
入

2

　

8
月
30
日
㈰
は
、
衆
議
院
議
員
総

選
挙
と
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審

査
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
に
は
、
岐
阜
４
区（
定
数

１
）の
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
投
票

と
、
比
例
区（
東
海
選
挙
区
）の
選

出
議
員
の
投
票
、
お
よ
び
最
高
裁
判

所
裁
判
官
の
良
否
を
決
め
る
国
民
審

査
の
投
票
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

○
投
票
で
き
る
方

①
平
成
元
年
8
月
31
日
以
前
に
生
ま

れ
、
平
成
21
年
5
月
17
日
以
前
か
ら

引
き
続
き
市
内
に
住
民
登
録
を
し
て

い
る
方
。

②
高
山
市
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

れ
て
い
て
、
平
成
21
年
4
月
30
日
以

降
に
高
山
市
か
ら
転
出
し
、
他
の
市

町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
な
い
方
。

○
投
票
時
間

　

午
前
7
時
〜
午
後
8
時（
一
部
投

票
所
を
除
く
）次
ペ
ー
ジ
の
一
覧
表

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
入
場
券

　

入
場
券
に
記
載
さ
れ
て
い
る
投
票

所
を
ご
確
認
の
上
、
１
人
分
ず
つ
切

り
離
し
て
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
投
票
所
入
場
券
は
、
郵
送
し
ま
す
。

8
月
23
日
㈰
に
な
っ
て
も
入
場
券
が

届
い
て
い
な
い
場
合
は
、
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

○
投
票
の
順
序
と
方
法

①
小
選
挙
区
選
挙

　

う
す

い
桃
色

の
投
票

用
紙
に
、

選
挙
区

に
立
候
補
し
て
い
る
候
補
者
の
氏
名

を
記
入
し
ま
す
。

②
比
例
代
表
選
挙

　

う
す

い
水
色

の
投
票

用
紙
に
、

政
党
な

ど
の
名
称
、
ま
た
は
略
称
を
記
入
し

ま
す
。

③
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

　

白
色
の
投
票
用
紙
に
、
記
載
し
て

あ
る
最
高
裁
判
所
裁
判
官
の
氏
名
の

上
の
欄
に
、
や
め
さ
せ
た
い
場
合
は

×
を
記
入
し
ま
す
。

○
選
挙
公
報

　

選
挙
公
報
は
8
月
24
日
㈪
か
ら
28

日
㈮
ま
で
に
配
布
す
る
予
定
で
す
。

○
郵
送
な
ど
に
よ
る
不
在
者
投
票

　

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
な
ど

で
、
要
件
に
該
当
す
る
方
は
、
自
宅

で
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
郵
送
な
ど
に
よ
る
不
在
者

投
票
対
象
者
で
、
自
分
で
記
載
が
で

き
な
い
方
は
、
あ
ら
か
じ
め
届
け
出

た
方
に
代
理
で
投
票
に
関
す
る
記
載

を
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
制
度

も
あ
り
ま
す
。

※
こ
れ
ら
の
制
度
を
利
用
す
る
た
め

に
は
、
あ
ら
か
じ
め「
郵
便
投
票
証

明
書
」の
交
付
を
受
け
る
こ
と
な
ど

が
必
要
で
す
の
で
、
市
選
挙
管
理
委

員
会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

投
票
用
紙
を
請
求
す
る
場
合
は
、
投

票
用
紙
交
付
申
請
書
と
郵
便
投
票
証

明
書
を
26
日
㈬
午
後
5
時
ま
で
に
、

市
選
挙
管
理
委
員
会
へ
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

○
指
定
施
設
で
の
不
在
者
投
票

　

投
票
日
当
日
に
病
院
な
ど
の
指
定

施
設
に
入
院
・
入
所
し
て
い
る
方
で
、

要
件
を
満
た
す
方
は
、
施
設
内
で
事

前
に
不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す（
施
設
に
よ
っ
て
は
で
き
な

い
施
設
も
あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に

市
選
挙
管
理
委
員
会
ま
た
は
入
院
・

入
所
さ
れ
て
い
る
施
設
に
確
認
し
て

く
だ
さ
い
）。

８
月
30
日
㈰
は
衆
議
院
議
員
総
選
挙
と

最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
の
投
票
日
で
す

○
期
日
前
投
票

　

市
内
の
ど
こ
の
期
日
前
投
票
所
で

も
投
票
で
き
ま
す
が
、
開
設
期
間
が

異
な
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

市
役
所

本
庁

８
月
19
日
㈬
〜
29
日
㈯

各
支
所

８
月
23
日
㈰
〜
29
日
㈯

※
時
間
は

　

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
8
時

※
最
高
裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査

は
、
規
定
に
よ
り
8
月
23
日
㈰
以
降

し
か
期
日
前
投
票
が
で
き
ま
せ
ん
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
投
票
所

　

投
票
所
お
よ
び
閉
鎖
時
間
は
左
記

の
と
お
り
で
す
。


